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 令和５年９月７日会議概要  

 

第１　日時　 

　　　令和５年９月７日（木）午前９時20分から午後11時45分までの間 

 

第２　出席者　 

　　　森田委員長、増田委員、在田委員、池坊委員、森委員 

　　　警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、　　

　　　警備部長、京都市警察部長、情報通信部長等 

      《書記　公安委員会補佐室長、公安委員会補佐室室長補佐》 

 

第３  議事の概要 

　１　議題 

(1) 「３府県警察音楽隊合同演奏会inお茶の京都みなみやましろ村」の開催について 

　　総務部長から、10月１日、道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」において利用者等の

交通安全及び防犯に関する意識を高めることを目的に、京都・奈良・三重の警察音楽隊の

合同演奏会を開催し、地元の木津警察署、隣接の奈良警察署、伊賀警察署とともに広報啓

 発活動を行う旨、報告があった。　

委員長から、「できるだけ多くの方に来ていただければと思う。」旨、発言があった。 

 

(2) 京都医療少年院と連携した再非行防止対策の推進について　　　　　　　　　　　　　

　生活安全部長から、８月29日、京都医療少年院において、入院中の少年の再非行防止を

 目的とした非行防止教室を実施した旨、報告があった。

少年課では、以前より京都少年鑑別所の入所者を対象に非行防止教室を実施しているが、

医療少年院では初めての取組であり、薬物や闇バイトに関する内容を中心に警察官２名が

寸劇を交えながら教養を実施した。担当教官からは、「少年が集中力を切らさず受講してお

り、貴重な体験であった。」旨のコメントがあり、今後も継続していく旨、説明があった。 

　  委員から、「効果的な形で取組を継続して欲しい。」旨、発言があった。 

 

(3) 健康食品販売会社による特定商取引法等違反事件の検挙について　　 

    生活安全部長から、生活保安課及び南警察署は、本年２月頃から６月頃までの間、京都

市在住の高齢女性等６名に対し、認知症等の予防に効果があるなどと不実のことを告げて、

医薬品と標榜する商品計６個を無許可で販売したとして、実質経営者の男性他４名を特定

商取引法違反（不実の告知）等で検挙、また、実質経営者の男性については北海道経済産

業局から、令和４年９月から15箇月間、新たな電話勧誘販売の禁止を命じられたにもかか

わらず、本年３月会社を設立して電話勧誘販売業務を行ったとして、同法違反（禁止命令

 違反）で全国初検挙した旨、報告があった。

 

(4) 加重収賄等事件の検挙について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

    刑事部長から、捜査第二課、組織犯罪対策第二課、城陽警察署は、令和２年９月３日、

宇治田原町が開札執行した公園造成工事等の一般競争入札に関し、建設会社の実質経営者

である男性に対し、設計金額を教示する職務上不正な行為をし、謝礼の趣旨の下、同男性

から現金の供与を受けて賄賂を収受したとして本年８月30日、当時地方公務員であった男
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 性を官製談合防止法違反、加重収賄罪により検挙した旨、報告があった。

 

(5) 賭博開帳図利（バカラ賭博）等事件の検挙について　　           　　　 

    刑事部長から、組織犯罪対策第二課、生活保安課、東山警察署は、本年９月２日、自己

が経営するカジノ店において、賭博場を開設しバカラ賭博をさせて利益を図った等として

カジノ店経営者の男性他５名を賭博開帳図利で、また同所においてバカラ賭博をしたとし

 て男性１名を単純賭博で検挙した旨、報告があった。

委員長から、「特殊詐欺と同様、犯罪収益の流れ等組織的背景の解明もよろしくお願いす

る。」旨、発言があった。 

 

(6) 監察案件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 首席監察官から、監察案件１件について報告があった。

 

　２　個別決裁 

  　(1) 京都府公安委員会に対する審査請求の裁決について（３件）　　   　　   

    　　監察官室訟務官から、放置違反金納付命令を受けた者（１件１名）及び運転免許の更新

　処分を受けた者（２件２名）から、原処分を不服として審査請求がなされたことに伴い、

 　審査請求の概要等について説明があり、審議の上、審査請求の棄却を決定した。

 

    (2) 公安委員会宛て苦情について（受理１件）　         　　          　　 

公安委員会補佐室室長補佐から、公安委員会宛の苦情申出１件に関して説明があり、審

 議の上、処理方針を決定した。

 

　３　聴聞等 

　　　運転免許関係行政処分について　　　　　　　　　　　 　　　　　   　   

  　　交通部聴聞官から、道路交通法の規定に基づく運転免許の行政処分に係る聴聞、意見聴取

　の結果について説明があり、15件の行政処分を審議した。 

 

  ４　個別報告 

  　(1) 通信障害に起因する運転免許業務の一時停止について　　　   　　 　   

        交通部参事官から、８月25日及び同月30日に、運転免許業務のシステムに関し通信機器

　　　や回線に障害が発生し、更新等の業務が一時停止した旨、報告があった。　　　　　　　

　　　　今後、関連機器や回線の交換、周辺機器の点検等により再発防止に努める旨、説明があ

 　　　った。

 

　　(2) 当面の行事予定等について                                      　　 

        公安委員会補佐室長から、次回の公安委員会定例会議及び出席予定行事等について報告

 　　　があった。


